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令和４年度 障害者を対象とした

高 知 県 職 員 等 採 用 選 考 試 験 案 内

令 和 ４ 年 ７ 月 1 4 日

高 知 県 人 事 委 員 会
〒780-0850

高知市丸ノ内２丁目４番１号 高知県庁北庁舎３階

電 話 (088)821-4641 ＦＡＸ (088)821-4627

メール saiyou230101@ken.pref.kochi.lg.jp

試験当日用緊急連絡先 080-2851-0560

※ 試験当日のみ通話可能

高知県職員等採用試験情報サイト

https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/

この試験は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に基づき、障害者の雇用の促進を図ること

を目的として行うものです。

１ 試験区分、採用予定人員、主な勤務先及び職務内容

試験区分
採用予定

人 員
主な勤務先及び職務内容

事

務

職

種

行政 ３名

【勤務先】

知事部局等の本庁又は出先機関

【職務内容】

各種施策の企画立案、各種許認可、相談業務のほか、予算・経理・

庶務等の管理業務など、幅広い分野で行政事務全般に従事します。

教育

事務
２名

【勤務先】

県立学校、市町村(学校組合)立小中学校又は県教育委員会事務局等

※ 市町村(学校組合)立小中学校の職員に採用された方は、高知県教

育委員会が任命権を持つ市町村職員となります。

※ 採用された校種又は職種等が変わる場合があります。

【職務内容】

学校内における教育活動(地域との連携・協働を含む。)及び、総務、

財務、管財、渉外などの事務をつかさどるとともに、総務・財政面に

おいては、企画・立案を行うなど、積極的に校務運営に参画して、副

校長・教頭とともに校長を補佐します。

また、県教育委員会事務局においては、学校教育、生涯学習など教

育の振興に関する教育行政に従事します。

受 付 期 間：令和４年８月１６日(火)から令和４年９月７日(水)まで
郵送の場合も、令和４年９月７日(水)までに必着のこと。

なお、申込方法により受付時間が異なりますので、注意してください。

申 込 方 法：インターネット、郵送又は持参

第１次試験日時：令和４年１０月２３日(日)午前９時３０分試験開始
※点字問題又は電子ファイルの試験問題による受験の場合は、試験の開始

時刻が異なります。

第１次試験会場：高知市（高知県職員能力開発センター）

四万十市（四万十市社会福祉センター）
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（注意）

(1) 「行政」及び「教育事務」の試験区分のうち１つを第１志望とし、残りの試験区分を

第２志望とすることができます。なお、申込み受付後は志望順位の変更は認めません。

(2) 視覚に障害がある方は、点字問題又は拡大活字問題による受験が可能です。

(3) 読字障害がある方は、電子ファイルの試験問題による受験が可能です。

(4) 第１次試験については、受験者の成績順により、事務職種共通で合格者を決定します。

第２次試験は、第１次試験の合格者を対象に実施し、受験者の成績順、志望順で試験区

分ごとに合格者を決定しますので、第２志望の試験区分に合格することがあります。２

つの試験区分に合格することはありません。

(5) 採用予定人員は、欠員等の状況によって今後変更になることがあります。

２ 受 験 資 格

次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者

(1) 次に掲げる手帳等の交付を受けている者

ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）若しく

は産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する

旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに

限る。）

イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知

的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業

センターによる知的障害者であることの判定書

ウ 精神障害者保健福祉手帳

※ 上記の手帳等は受験日当日において有効であることが必要です。精神障害者保健

福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続きには時間を要しますので、

ご注意ください。

(2) 次の年齢要件等に該当する者

昭和58年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者（学歴不問）

(3) 国籍要件等が、次のアからウのいずれかに該当する者

ア 日本国籍を有する者

イ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法に定められている特別永住者

(4) 地方公務員法第 16 条等に定められている次のいずれにも該当しない者

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者

イ 高知県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者

エ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱

を原因とする者以外）
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３ 申込方法及び受験手続

申 込

方 法

【申込方法は、３種類あります。】

① インターネットで申し込む場合

高知県職員等採用試験情報サイトから「高知県職員採用試験等申込システム」

にアクセスし、画面の指示に従って全ての必要項目を入力のうえ、受付期間中

に送信してください。

【事前登録を行う前に受信設定をご確認ください。】

事前登録で入力いただいたメールアドレス宛てに事前登録完了等のお知らせ

メールをお送りします。受信設定をされている場合は、事前に「kochi＠

mail.axol.jp」からのメールが受信できるように設定してください。

【申込みは、「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。】

まず、事前登録を行い、ＩＤ番号とパスワードを取得した後、受付期間中に

システムのマイページにログインして「本申込み」を行ってください。ＩＤ番

号とパスワードは受験番号の確認等、以後の手続きに必要ですので、必ず控え

ておき、大切に保管してください。

「本申込み」は、申込書の登録、証明写真データの登録まで済ませて完了と

なります。

「本申込み」の受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み

完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子メールが届かない

場合は、必ず受付期間中に高知県人事委員会事務局へお問い合わせください。

インターネットによる申込みの流れは、高知県職員等採用試験情報サイト

に、より詳細なものを掲載していますので、ご確認ください。

受付期間内に「本申込み」が完了しなかった場合は、受験できません。イン

ターネットで申し込む場合、受付期間中は24時間申込みを受け付けますが、保

守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前

は、システムが込み合う恐れがありますので、余裕を持って申込みを行ってく

ださい。

使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任

を負いません。

なお、本申込みの登録後、登録内容の削除(退会手続き)を行った場合は受験

ができません。

② 郵送で申し込む場合

申込書に必要事項を記入し、封筒の表に「採用選考」と朱書して、必ず簡易

書留で高知県人事委員会事務局に送付し、受験票が届くまで簡易書留の控え

を保管しておいてください。

なお、この方法によらない場合の事故については、責任を負いません。

③ 直接申し込む場合

申込書に必要事項を記入し、高知県人事委員会事務局へ提出してください。

高知県人事委員会事務局の所在地は、10ページの地図をご覧ください。

※ 申込方法等に関するお問い合わせは、午前８時30分から午後５時15分ま

で受け付けます（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。必ず電話で

高知県人事委員会事務局へお問い合わせください。

※ 点字問題、拡大活字問題又は電子ファイルの試験問題による受験を希望す

る者は、申込フォーム又は申込書の該当欄に必ず明記してください。
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証 明

写 真

受験票などで使用するための証明写真を登録又は

データで提出していただく必要があります。

この証明写真は、受験票などで本人確認のために

使用する重要なものです。写真館などで撮影した

データを使用されることをお薦めします。

・顔写真は、脱帽・正面向きで撮影してください。
・ファイル形式は、.jpg、.jpeg、.png のみとなり
ます。
・ファイルの推奨サイズは、

縦 560 ピクセル、横 420 ピクセル、縦横比 4×3

の比率です。
・アップロードできる画像サイズは最大 2MB までです。

※ 印刷した証明写真を撮影したものや、背景が無地となっていないもの
は、使用しないでください。

○インターネットで申し込む場合

「高知県職員採用試験等申込システム」で証明写真をデータで登録してく

ださい。証明写真の登録まで終了すると「本申込み」完了となります。

〇郵送又は直接申し込む場合

証明写真のデータをＣＤ－Ｒに保存し、申込書と一緒に高知県人事委員

会事務局に郵送又は提出してください。

証明写真データをＣＤ－Ｒに保存する際、ファイル名は、あなたの名字

（ローマ字表記）としてください。

受 付

期 間

令和４年８月 16 日（火）から令和４年９月７日（水）まで

※ 郵送の場合も、令和４年９月７日(水)までに必着のこと。

※ インターネットで申し込む場合、受付期間中は 24 時間申込みを受け

付けますが、保守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほ

か、受付期間終了の直前は、システムが込み合う恐れがありますので、

余裕を持って申込みを行ってください。

使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一

切責任を負いません。

※ 直接申し込む場合、土曜日及び日曜日を除く午前８時 30 分から午後

５時 15 分まで受け付けます。
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４ 試験の日時及び場所

受験票

の交付

〇インターネットで申し込んだ場合

受験票は、10 月７日(金)頃の交付を予定しています。

交付に際しては、受験申込受付期間終了後に登録されたメールアドレス

宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信しますので、システム

のマイページにログインし、受験票をダウンロードしてＡ４サイズのコピ

ー用紙に印刷してください。なお、10 月 11 日（火）までに電子メールが

届かない場合は、高知県人事委員会事務局へお問い合わせください。

〇郵送又は直接申し込んだ場合

受験票は、10 月７日(金)頃に発送します。10 月 11 日(火)までに届かな

い場合は、高知県人事委員会事務局へお問い合わせください。

なお、受験票は第１次試験の際に回収しますので、第１次試験後の受験

番号の確認用として２部送付します。

受験票

及 び

手帳等の

取り扱い

受験票に記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入のうえ、

受験者本人が署名して試験当日に手帳等とともに必ず持参してください。

手帳等及び受験票を忘れた者は、受験できませんので注意してくださ

い。

※ 視覚又は上肢に障害があり自筆での記入が困難な方は、代筆での記入

が可能です。その場合、受験者氏名の下の余白部分に代筆された方の署

名を忘れないようにしてください。

区 分 種 目 日時及び場所 備考

第１次

試 験

教養試験

論文試験

適性検査

令和４年 10 月 23 日（日）

午前９時 30 分から午後４時頃まで

※ 点字問題又は電子ファイルの

試験問題による受験の場合は、試

験の開始時刻が異なりますので、

受験票送付の際にお知らせしま

す。

【高知試験会場】

高知市丸ノ内２丁目１番 19 号

高知県職員能力開発センター

【幡多試験会場】

四万十市右山五月町８番３号

四万十市社会福祉センター

※ 試験会場での指示に従い、午

前９時 30 分までに試験室に入

室してください。試験会場へは、

８時 30 分から入室できます。

試験会場は変

更となる場合が

ありますので、

受験票で確認し

てください。

第１次試験会

場の所在地は、

10 ページの地図

を ご 覧 くだ さ

い。
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（注意）

第１次試験当日は、手帳等（原本：コピー不可）を持参してください。手帳等に

よって、受験資格の確認を行いますので、当日、手帳等を持参していない場合は受

験できません。

５ 試験の方法及び配点

試験は、次のとおり第１次試験及び第２次試験を行い、最終合格者は、第１次試験と

第２次試験の総合得点(300 点満点)に基づいて決定します。

(1) 第１次試験

※ 適性検査の判定は、第２次試験時に実施します。

（注意）

(1) 教養試験及び適性検査は、マークシートを使用しますので、ＨＢの鉛筆を持参

してください。なお、マークシートへの記入が難しい場合は、別に用紙を準備し

ますので、申込フォーム又は申込書の「受験上の配慮希望欄」に記入してくださ

い。

(2) 視覚障害のため、活字問題による受験ができない方は、点字問題により受験す

ることができます。（点字問題により受験する場合の教養試験の試験時間は、３

時間になります。）

その際、補助手段として、教養試験では試験問題を読み上げる音声機器（音声

パソコン又はデイジー再生機）の使用ができます。音声機器は普段使用されてい

るものを持参し、ご使用いただけますが、申込フォーム又は申込書の「受験上の

配慮希望欄」に使用する機器の種類を記入してください。

(3) 読字障害のため、活字問題による受験ができない方は、電子ファイルの試験問

題により受験することができます。（この場合の教養試験の試験時間は、２時間

30 分になります。）

その際、教養試験では試験問題を読み上げる音声機器（音声パソコン）の使用

ができます。音声機器は普段使用されているものを持参し、ご使用いただけます

第２次

試 験
口述試験 令和４年 11 月 20 日（日）

第１次試験の

合格者について

のみ実施します。

高知市内で実

施する予定です

が、詳しい日程等

は第１次試験の

合格通知の際に

お知らせします。

試験区分 種 目 内 容

行 政

教 育 事 務

教養試験

公務員として必要な高校卒業程度の一般的知識及び知

能に関する五肢択一式による筆記試験（問題数 40 題 試験

時間２時間）

＜出題分野＞

時事、社会・人文、自然、文章理解、判断・数的推理、

資料解釈

論文試験 社会人・公務員としての資質に関する筆記試験

適性検査 職務遂行に必要な適格性に関する検査
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が、申込フォーム又は申込書の「受験上の配慮希望欄」に使用する機器の種類を

記入してください。

受験上の配慮の必要性を確認するため、受験申込後に専門医の診断書を別途

提出していただきます。

詳細は、高知県人事委員会事務局（088-821-4641）までお問い合わせくださ

い。

(2) 第２次試験

(3) 各種目の配点

※第１次試験においては、合格基準（各種目の配点の３割以上）に達しない種目がある場合、

第１次試験合計得点にかかわらず不合格となります。

※第２次試験においては、合格基準（一定以上の成績）に達しない種目がある場合、総合得

点にかかわらず不合格となります。

６ 申込状況の発表

申込状況は、随時、高知県職員等採用試験情報サイト https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/に

掲示します。

７ 合格発表

※ 第１次試験合格発表日及び最終合格発表日は、それぞれ第１次試験及び第２次試験の際

にお知らせします。

８ 採 用 等

(1) 最終合格から採用までのスケジュール

最終合格者は、各任命権者（知事及び教育委員会）へ成績順に提示されます。

提示を受けた任命権者は、最終合格者に対し、直ちに文書で入庁意思の確認を行い、順次

採用者を決定します。この意思確認において、「採用辞退」の回答があった場合は、追加の

合格発表を行う場合があります。

なお、期日までに回答がない場合は、辞退扱いとなりますので注意してください。

試験区分 種 目 内 容

行 政

教 育 事 務
口述試験

人物、人柄等に関する個別面接による試験

（個別面接は複数回行います。）

種目

試験区分

第１次試験 第２次試験
総合得点

教養試験 論文試験 口述試験

行 政

教 育 事 務
１００点 ５０点 １５０点 ３００点

区 分 時 期 場 所

第１次試験

合 格 者
11 月上旬

合格者の受験番号を、県庁玄関ホールの掲示板、高知県職

員等採用試験情報サイトに掲示します。

合格者には文書で通知するとともに、インターネットで申

し込まれた方には「高知県職員採用試験等申込システム」で

も通知します。
最終合格者 11 月下旬
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また、受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。

(2) 採用の時期

採用は、原則として令和５年４月１日以降です。

(3) 任命に当たっての考え方

｢地方公務員として、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職務を行うた

めには日本国籍を必要とし、それ以外の職務を行うためには日本国籍を必要としな

い。｣という基本原則にのっとった任命が行われます。

９ 給 与

令和４年４月１日現在の初任給は次のとおりです。

初任給は、採用前の職歴等に応じて加算される場合があります。また、このほかに期末手当

及び勤勉手当が支給されるほか、支給要件に該当する者には、扶養手当、通勤手当等が支給さ

れます。

10 試験成績の通知

この採用試験の受験者には、次のとおり試験成績をお知らせします。

※ 高知県個人情報保護条例に基づく開示請求も可能です。

試験区分 初 任 給

行 政

教 育 事 務
152,300 円（行政職給料表適用、高校卒の場合）

通知日 令和４年 12 月 15 日（木）

通知内容

第１次試験のみの受験者に対しては、第１次試験の種目別得点、合計得点及び順位。

第２次試験の受験者に対しては、第１次試験及び第２次試験の種目別得点、総合得

点（第１次試験の得点を含む。）及び総合順位。

ただし、いずれかの種目又は検査で不合格となった場合は、どの試験種目又は検査

により不合格となったかについて開示し、順位は付さない扱いとなります。

通知方法

○ インターネットで申し込んだ場合

登録されたメールアドレス宛てに、試験成績の通知メールをお送りしますの

で、記載された方法に従って｢高知県職員採用試験等申込システム｣のマイページ

にログインし、試験成績を確認してください。

○ 郵送又は直接申し込んだ場合

令和４年 12 月 15 日頃に発送します。
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11 そ の 他

(1) 点字問題、拡大活字問題又は電子ファイルの試験問題による受験、車いす等補装具の使用

又は駐車場の利用を希望する者など、受験上の配慮を希望する者は、申込フォーム又は申込

書の「受験上の配慮希望欄」に必ず記入してください。

ただし、内容によってはお応えできないことがあります。

なお、車いす等補装具は各自が用意してください。

※ 拡大活字問題は、１４ポイント程度（この文字の大きさ）での出題と

なります。

※受験上の配慮の例

・補装具（ルーペ、電気スタンド、補聴器等）の使用を希望

・文字を書くことに困難があるため、論文試験の解答にパソコンの使用を希望

・教養試験は、数字を記入するタイプの答案用紙を希望

・視覚障害のため、試験時間の延長を希望

・面接時に就労支援機関の職員等の同席を希望

・治療等のため、試験時間中に服薬を希望

・介助等のため、付添人の同伴を希望（付添人は、特別な事情がある場合を除き１

人とし、解答時間中は待合スペースで待機いただきます。）

(2) 申込みに伴い取得した個人情報は、採用試験以外の目的には使用しません。

(3) 過去の論文試験の課題及び試験問題の例題は、高知県職員等採用試験情報サイト

https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/に掲載しています。

また、高知県庁本庁舎１階の県民室でも閲覧できます。

(4) その他、この試験についての問い合わせは、高知県人事委員会事務局にしてください。

注 意

１ 試験会場には、原則として車の乗り入れを禁止します。

ただし、車でなければ試験会場に来られず、駐車場が必要となる場合は、申込みの際に必ず

該当の欄に記入してください。

２ 試験当日は、受験票、手帳等（原本）及び筆記用具を持参し、必ず試験開始時刻（午前９時

30分）までに試験室に入室してください。

３ 試験当日は、マスクを着用してください。

４ 試験会場は、禁煙です。

５ 試験会場付近には食堂等が少ないため、昼食の準備をしてきてください。

６ 試験会場のゴミ箱は使用できませんので、ゴミは各自が持ち帰ってください。

７ 試験中は計算機能等が付いた時計及び携帯電話等の外部との通信機器の使用はできません。
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試験会場案内図
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中
村
駅

四万十市社会福祉センター

所在地：四万十市右山五月町 8-3
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申込み先・問い合わせ先

高知県人事委員会事務局 職員課 任用担当

〒780-0850

高知市丸ノ内２丁目４番１号 高知県庁北庁舎３階

電 話 （０８８）８２１－４６４１

ＦＡＸ （０８８）８２１－４６２７

メール saiyou230101@ken.pref.kochi.lg.jp

試験当日用緊急連絡先 ０８０－２８５１－０５６０

※１ 試験当日のみ通話可能

※２ 口頭での意思疎通が困難な方は、ショートメールをご利用ください。

高知県職員等採用試験情報サイト

https://www.pref.kochi.lg.jp/saiyou/

申込書提出先

申込書提出先

有料駐車場

丸ノ内緑地

県立文学館

高知県立大学

高知県警察本部

高知県保健衛生総合庁舎

高知城
ホール

高 知 県

職員能力

開発センター

高知県庁
北庁舎

高知城
公文書館

高知県庁

高知市役所

コンビニ

高知
電気ビル

高知新聞
放送会館

高知丸の内高等学校

土佐女子中学
高等学校

電停

県庁前

電停電停

高知城前

高知県人事委員会事務局

〒780-0850　高知市丸ノ内２丁目４番１号

追手門


